
議案第  号 

職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

                        宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市条例第  号 

   職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の分限の手続及び効果に関する条例（昭和２９年条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第４項を削る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第9号)新旧対照表 

現行 改正案 

(休職の効果) (休職の効果) 

第3条 （略） 第3条 （略） 

2・3 （略） 2・3 （略） 

4 前3項の規定による休職期間が満了したと

きは、自然退職とする。 

 

 



都市経営会議資料 

総務部人材育成課 

 

職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

資料 職員の分限の手続及び効果に関する条例の改正概要 

 

 

１ 改正概要 

  条例第３条第４項において「前３項の規定による休職期間が満了したときは、自然

退職とする」と定めているが、休職の期間が満了した場合は復職するものであり、そ

のうえで当該職員が地方公務員法第２８条第１項第２号に該当するときには分限免

職となるため、条例第３条第４項を削除するべく条例の一部を改正するものです。 

 

（参考） 

■ 職員の分限の手続及び効果に関する条例 

 
 

■ 地方公務員法 

 

 

 

２ 施行日 

  公布の日から 


